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橋本市情報公開条例の一部を改正す る条例

橋本市情報公開条例 (平成 18年橋本市条例第 11号)の 一部を次のように改正する。なお、改正部分は、次の表中下線の部分

である。

Ｉ
Ｏ
一ｌ

改正前

(定義 )

2条  この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に

定めるところによる。

(1)略
(2)公文書 実施機関の職員が職務上作成 し、又は取得 した文書、図画

たマンイク ロフイル ム を含 む。 )並 び に電磁的

記録 (電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識

のできない方式で作 られた記録をい う。以下同 じ。)で あつて、当該実

施機関の職員が組織的に用いるもの として、当該実施機関が保有 して

いるものをい う。

5条  この条例の定めるところにより、次に掲げる者は、

`箪

5号 に掲げる者にあつては、その者の利害関係 に係

る公文書の開示に限る。)を 請求す ることができる。

(3)市内に存す る事務所又は事業所に勤務する者

(4)市内に存す る学校に在学す る者

の の5

の開示 を請求できる者等 )(公文書

し、公文書の開示

2

す ること
及 び 写真 (こ れ らを撮影

実施機関に対

(1)市 内に住所 を有す る者

(定義 )

2条  この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号 t手

定めるところによる。

(1)略                    _
(2)公文書 実施機関の職員が職務上作成 し、又は取得 した文書、図画

及び電磁的記録 (電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては

融啓ぞf三象豊希議筈チ雹資系筵息路た再綴宮甘λ杜せ再F堂移重乳

(開 示請求権 )

5条 何人 も、この条例の定めるところによ

実施機関の保有する公文書の開示を請求す る

しているもの

ア

イ

ドァ

書籍その他不特定多数 の者 に販売す る

飴 碁 1ど ,十 寸 イレ舗 外 台 料 マ ι甘箋 術 秤 空

用 の 奮

ことを

Vの帝

機関が保有 しているものをい う。 次に掲げるものを除く。ただし、

の 茶「I用 に僕す ることた 目的 として管理

特印|の 管理が されているもの

的 として発行 され るもの

、T 豚 申

市 の縮 譜 に お い て 、

記帝里子lr司際

し て

報 、 白書、新 間、雑誌 、

料 >

実施機関に対 し、当該

ができる。

ヽ

レヽ

∈

り

こ

改正後



の の か の が

(公 文書の開示義務 )

6条  実施機関は、公文書の開示の請求 (以 下 「開示請求」 とい う。

あつたときは、開示請求 に公文書 に次の各号に掲げ る情報 (以下 「不開示
ス 捏 谷 歩 降 芸  笹

つ

(開 示 し′だい こ とがで きる公 文書 )

)が 6条 実施機関は、公文書の開示の請求 (以 下 「開示請求」 とい う。)二

標 る公 に な の 祭 丹 の 予 ずヽ れ か ι
『

諺 些当十 ,^惜 都 ミ謂 俣 六れ て い る ど́きカ

は 、 当該 公 す書の開示狩しないことができる。

ヽ の

情 報 I> ム  ヽィア、 、単ざ 拍 デ1、 おミ_〒1纂 kЙ イ 1′1′
丞 お 1目 t9

}r卜 n

V

千 華 +ん 1+″ 孝 ri」 丁下 手 華 +芽 I > ヤ｀

す喜力開示 し′企
`す

ればならない

(1)個人に関する情報 (事業を営む個人の当該事業に関する情報を除

く。)で あつて、当諺 憎 報 とr合、≠力,ス 醍え  ナ
「

年 月 日考 イれ♂う訂 林 笙の

音声、動作その他の方法を用いて表 された一切の事項をい う。次条第

2 丁百において同じ^)1こ より特定の個人を識別することができるもの

の の が で

こととなるものを含む。)又 は特定の個人を識別す ることはできな い

が、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがある

もの。ただし、次に掲げる情報を除く。

ア 法令 の 美耳常 に よ り叉 ,■
ll言 行 》 1´ て公に六れ、又は公にす ることが

予定 されている情報

イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護す るため、公にす ることが

必要であると認 められる情報

ウ 当該個人が公務員等 (国 家公務員法 (日召和 22年法律第 120号)第 2

条第 1項 に規定す る国家公務員 (独 立行政法人通則法 (平成 11年法

律第 103号 )第 2条第 4項 に規定す る行政執行法人の職員を除

く。 )、 独立行政法人等 (独 立行政法人等の保有する情報の公開に関

する法律 (平成 13年法律第 140号 )第 2条第 1項 に規定す る独立行

政法人等をい う。以下同 じ。)の職員、地方公務員法 (日召和 25年法

律第 261号)第 2条 に規定す る地方公務員及び地方独立行政法人

(地方独立行政法人法 (平成 15年法律第 ■8号)第 2条第 1項 に規

定す る地方独立行政法人をい う。以下同 じ。)め職員をい う。)で あ

孝
`7う

爵 落 骸 ′ィィに標 る情 報 で あ る とき

(1)個人に関す る情報 (事業を営む個人の当該事業に関す る情報を除

く。)で あつて、 の が の

ことにより識別 され得 るもの又は特定の個人を識別す ることはできな

いが、開示することにより、なお個人の権利利益が害 され るおそれ2
あるもの。ただ し、次に掲げる情報を除 く。

ア 法令そ イ和,の 宰め (以 下 「法令等 Iと い う。 )の規 定 に よ り、何人の

で 閲鷲す るこ とができる情報

/F 公寿狩目的 》して実流機関が作成 し、又は取得 した情報

ウ の 畑 士 イこ= づ ど -4可 名 立  Π L卜1オ輩 ィタ、盛 とr生 桁 懲 閣 カミイを 滞

し、又は取得 した情報であつて、人の生命、身体、健康、財産等を

保護するため、開示す ることが公益上必要で ある と認 め られ るもの

工 公務員等 (国家公務員法 (昭 和 22年法律第 120号 )第 2条第 1項に

規定する国家公務員 (独 立行政法人通則法 (平成 ■ 年法律第 103号 )

第 2条第 2項に規定する特定独立行政法人を除く。 )、 独立行政法

人等 (独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律 (平成 13

年法律第 140号 )第 2条第 1項に規定する4立行政法人等をいう。

以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法 (昭和 25年法律第 261

号)第 2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人 (地方独立

行政法人法 (平成 15年法律第 ■8号)第 2条第 1項に規定する地方

独立行政法人をいうと以下同じ。)の役員及び職員をい う。)の職務

の遂行に係る情報に含まれる当該公務員等の職及び氏名 (開 示する

ム ヽF母 1 当 諺 ノ′ヽ

‐
０
時
‐

る /半 と
「

,A V てヽ
‐  当該 `ドロヒ華層が

の

の

の



い て 「

係 る部分

の 2 価 入倍 報 の 保 誰 に 闇 十 澁 往 rv虚 年 湊往 縮 57号)第 60条15

工 4

機 関 屠え加工情報ファイルを構 成す る |、 のに限 るぉ以下 この号 にお

行政機関等匿名加工情報 J というn)又 は行政機関等匿名力日工造

圭母の 命 とr田 ナヽ‐日 峯 笛 1 丁百に キロ十 十 るイ昇右 個 人惜 都 カ 内ヽ肖II除 した 同

渋 笛 2 峯 笛 lJ百笛 1 予肇

`

報 市 す ム訂林隼芳 1ン ぐl政 同条第 2項 に規定す

(所

述
詫琴器誹籍居あ由体 (日 、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独

立行政法人を除 く。以下 「法人等」 とい う。)に 関す る情報又は事業を

営む個人の当該事業に関す る情報であつて、次に掲げるもの。ただ

し のな苓  権 庫 、4活 又はロオ落歩保誰す るため、公にす ることが

抹軍であると認 められ る情報を除 く。

ア に 十 ム rル に ■ り、 当該 濃 入オ峯 V li当 該個 人の権利 、競争 上の

地位 その他正当な利益 害するおそれがあるもの

イ 怖 構 F半月の 喜請 狩弩 けて 、公 に lノ ナだぃ との条件で任意に提供 され

の で 力、つ て 、 湊 人隼 又 は 4吾1人 におけるi誦 イアll洸 して公にしないこ

と 六れ て い る 辛ゝのそ の他 の 当該条件を付す ることが当該情報の性

当 時 の 渋 淵.等 に 母召ハ 1´ て 合 却 で 温 る ル認 め
'ら

れ る |ゝ の

(3) tr十 る > |こ よ り、 必R罪 の 予防ヽ笛圧 又は檀査、公訴 の維持 、

千11 の 行 考 の イヤ竹の 公 逹 の 審 令 と警 序 の 締 持 に 支障狩及ぼすおそれがあ

ス >生 怖 灘 閣 が 烈 つ 善赤日当 の τ里由 が 力ぅる情 報

ヤ行 IE″ 洗 人等 、 tれ ナ公 輩 印イ本飛て tl,ナ 加 立 行 茂 法 人の 内 部

イぅのを除 く6)

(2)法人その他の団体 (国 、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独

立行政法人を除 く。以下 「法人等」 とい う。)に 関す る情報又は事業を

営む個人あ当該事業に関す る情報であつて、開示す ることにより、当

士l“ 柱その仙正当な利益を

生 す る >認 め 島れ る や、の ナ‐デ し 次 に揚 Iず る情報 を除 く6

ア の 4苓  身 イ水支 ι士緯 康 狩保 誰 十 る め 開示す ることが必要で

あると認められ る情報
ノr の 財産又は生活 を、違 法又は不当な事業活動によつて生ずる支

暗 おゝk 華 キ ン(十‐
め 閣 が IX ム ↓kス I´ 調 め 決 Й ス 倍 報

彰

諺 湊 人坐 マ l士 当諺 喜 堂 矛 営 すo個 入 静 魯 トの の

‐
Ｏ
ω
‐

‐ キ ス >>

い

又は協議に関する情報であつて、公に
本ね芳 1夕 くは煮鳳決定の中立性 が不 当

又はイ に準ず る情報 で あ

る と認 め られ るもの

い

あって、開示することにより、

支障が生ずると認められるもの

って、開示す ることが公益上必要 であ

の に関す る情報で

当諺 寒謀 等 ヌ ,■ 将 実 の 同種 の審 議 等 に

ウ  ア

お ス テ >ιr

(4)

又 は相互間にお け

することにより、

る審議、検討
率 直 潅資 見の

に 十日 わ ,■ ,ム ス 子 油′、 不 当 に 市 臣 の 闇に涅舌l.力 4じ させ るおそれ又は

特 庁 の に 不 当 に禾II恭 菱卑 身芳 1ッ くは不 |ホ 矛形ぼすおそれがあるも

(5)国、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人が行 う

事務又は事業に関す る情報であつて、公 にす ることにより、次に掲げ

るおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正

の

本 泳 ヽ 泳 外 、 争 訟 、 人事その他の事務事業に関す る情報であつ

て、開示することにより、当該事務事業者 しくは将来 の同種 の事務事

の

(4)

木と、

おそれがあるもの の の 正 し



ｌ
ω
ヽ
‐

ア 蓉  拾 本  雨 結 り 試 船 マ と十系日紳 賦 報 井 1´ て l士徴 脱 権 ム童の イこ

務 に 閣 し 下確 ナ食事 実 の把 握 狩 閑 難 にす るおそれ又は違法若 しくは

不 当テfヽ 行 為 矛ハ 易 イこ 井 1´ て ,士 子 の 率 軍.力 困難にす るおそれ

イ 約 、 本淋 又 ,■争 訟 に係 る専 落 に 閣 モッ、国、独立行政法人等、地

方 m tt V臓 と

“

ナ燕 ユ 行 政 光に入の 財 産 トの 禾II驀 又 は 当事者 と して

の地位 を不 当に害す るおそれ

ウ 杏石肝究 に係 る事務 に関 し 孝の公正かつ能率的な遂行を不当壁

阻害するおそれ
エ 事 管予早に係 る事務 に 関 し 公正かつ円滑な人事の確保に支障を

及ぼすおそれ
オ ユ 行 静 渋 入笠  抽 ナ 公 輩 印イ太パ継 営十 る⌒ 業 支 ,■ 士れ方独 立行 政

法 F標 る事 業 , 閣 1ノ 、 そ の ⌒ 撃 経 営 上 の下 当ナ定利 益 を害す るお そ

れ

(6) H‖ 蒸 暑 ι
『

揚 tギ る や、の の ほ か 、 渋苓 芳 1夕 で l士 粂イアli(以 下 「法令 等 Iと

の し づ

る国 カヽ 先の明示 の指示その他 これに類する行為により、公にするこ≧

ができない と認 められ る情報

(公文書の部分開示 )

7条 実施機関は、開示請求に係:る 公文書の一部に不開示情報が記録 さ

れている場合において、当該情報が記録 されている部分を容易に区分 し

て除 くことができるときは、当該部分を除いた部分にうき開示 しなけれ

ばならない。ただ し、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録 されて

に支障が生ず るおそれがあるもの

5 の てδい

て 作 支 li取得 した情 報 で 力ぅ て、開示す ることにより、国等 とつ

の 協 力 F半耳標 又 は信 束百F_月 標 が 椙′だわれると認められるもの

の 予 その他公共の安全 と秩序の維持に支障が生ずるおそれがあるL
報

ヤ｀

つ

ると認められるもの

旦 法 令 x,■ 条例の規定により、開示することができないと認められる

情 報

(公文書の部分開示 )

7条 実施機関は、開示請求に係 る公文書の一部に前条各号のいずれか

に該当する情報が記
舞34巖 rttτ拿塚ビぢ石とき講聾襲祭飛弩農社死

部分につき開示 しなければな らない。ただ し、当該部分を除いた部分に

か

いない と認 め られ る ときは、 この限 りで ない。 有意の情報 が記録 されていない と認 め られ る ときは、 この限 りでない。



▼、 公

開示請求に係 る公文書に前条第 1号の情報 (特 定の個人を識別すること

ができるものに限る。)が記録 されている場合において、当該情報の う

ち、氏名、生年月 日その他の特定の個人を識別す ることができることと

なる記述等の部分を除 くことにより、公にしても、個人の権利利益が害

され るおそれがない と認め られ るときは、当該部分を除いた部分は、同

号の情報に含まれないとみな して、前項の規定を適用す る。

(公益上の理由による裁量的開示 )

の 2 公

の 2 い で つ

上 俸 〕
「

′ス軍 が ふ ム ル訳 あ ス >共 ιtt F平目示 詰 犬 者 に 紺 1ノ 、 当該 公

文 書 開示 す る こ とが で き る。

(公 文書の存否に関する情報の取扱い)

8条 実施機関は、開示請求に係る公文書が存在 しているか否かを答え

るだけで、不開示情報を開示することとなるときは、当該公文書の存否

を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。

(公文書の開示の請求方法 )

9条 第 5条の規定により開示請求 しようとす る者は、次に掲げる事項

を記載 した請求書を実施機関に提出 しなければならない。

(1)～ (3)略
(請 求に対す る決定及び通知 )

10条 略

実施機関は、開示決定等をした ときは、開示請求者に対 し、速やかに、

当該決定の内容 を書面により通知 しなければな らない。

実施機関は、やむを得ない理由により、第 1項 に規定する期間内に開示

決定等をすることができないときは、当該請求があつた日から起算して

豊鈴ぴ督墨奎望呈遷整3イよ畜島と、力頑忌童寝罐旨懇≦3と f鸞
知 しなければならない。

略

(開 示決定等の期限の特例 )

11条  開示請求に係 る公文書が著 しく大量であるため、開示請求があつ

開示請求に係る公文書に前条第 1号の情報 (特 定の個人を識別すること

ができるものに限る。)が記録されている場合において、当該情報のう

ち、氏名、生年月日その他の特定の個人を識別することができることと

なる記述等の部分を除くことにより、開示 しても、個人の権利利益が害

されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同

号の情報に含まれないとみなして、前項の規定を適用する。

(公 文書の存否に関する情報の取扱い)

8条 実施機関は、開示請求に係る公文書が存在 しているか否かを答え

aglξ F≧                  室屡冨東桑桑を毛客阜

ることができる。

(公文書の開示の請求方法)

9条 第 5条第 1項 の規定により開示請求 しようとする者は、次に掲げ

る事項を記載 した請求書を実施機関に提出しなければならない。

(1)～ (3)略
(請 求に対する決定及び通知 )

10条  略

実施機 関は、開示決定等 を した ときは、前条 に規 定す る請求書 を実施機

関 に 掃出した者 (以 下 「請求者 Jと い う。)に 対 し、速やかに、当該決定

の内容を書面により通知 しなければな らない。

実施機関は、やむを得ない理由によ り、第 1項 に規定す る期間内に開示

決定等をす ることができない ときは、当該請求があつた 日か ら起算 して

普醤磐墨墨繁よ協 里穐纂基磨藩説魃亀菫還、とFぅ ξ浮彦
なければな らなぃ。

略

(開 示決定等の期限の特例 )

H条  開示請求に係 る公文書が著 しく大量であるため、開示請求があつ

‐
ω
枷
‥

3

た 日か ら起算 して 45日 以内にそのすべ てについて開示決 定等 をす ること た 日か ら起算 して 60日 以内にそ のすべて について開示決 定等 をす るこ と



により事務の遂行に著 しい支障が生ず るおそれがある場合には、前条の

規定にかかわ らず、実施機関は、開示請求に係 る公文書の うちの相当の

部分につき当該期間内に開示決定等をし、残 りの公文書については相当

の期間内に開示決定等をすれば足 りる。 この場合において、実施機関

は、同条第 1項 の期間内に、同条第 3項後段の規定の例により、開示請

求者に通知 しなければならない。

冒兵
者

により事務の遂行に著 しい支障が生ず るおそれがある場合には、前条の

規定にかかわ らず、実施機関は、開示請求に係 る公文書の うちの相当の

部分につき当該期間内に開示決定等をし、残 りの公文書については相 当

の期間内に開示決定等をすれば足 りる。 この場合において、実施機関

は、同条第 1項 の期間内に、同条第 3項後段の規定の例により、請求者

に通知 しなければな らない。

(第 二

12条
者か らの意見の聴取 )

室怖灘 F半月li、 F〕覇示決庁等をす るに際 して、開示請求に係 る公文書

I

ω

I

た っ て 、

r

方独立行政法人及び開示請求者以外の者 (以下 「第二者」 とい う。)に 関 に

する情報が記録されているときは、実施機 関 開示決定等をするに当 さ

当該 惜 圭母に係 る筆 三 者 に 針 1夕 、 開示 請 求 に係 る公 文書 の表示 そ

の

ことができる。
の の い ユ

ち 、 当 笛 者 , 対 1う 、開示請求に標 る公 支書 の表示 その他 実施機 関が

市 め る ア百歩豊 面 に 主 り涌 如 1ノ て 音 甲喜力掃出する機会を与えなけれ

たデテニ|ス い だ 1´ 当 諺 笛 考 の 司詢年十九ミ当1日月 1フ ナF ヤ場 合 l童 、 こ の 限 り

でない。
十 る 情 報 六 拍′て るヽ公立喜狩開示 しようとす る

を聴 くこ とがで きる。

実施機関は、

示決定等をした ときは、速やかに、当該決定の内容 を当該第二者に書面

に よ り通知するものとする。

(開 示の実施 )

13条  実施機関は、公文書の開示をする旨の決定をした ときは、速やか

に、請求者に対 し当該公文書の開示をしなければな らない。

場 合

規 定す

r,Ⅲ

により

実施機関は、

お い て (

の

の の

開示決定をす るときは、

2 →円岳蜀歩
=竪

坊、テトι十

閣 旱 近 帝 勉 古 十_ イこ

考 ,「 が 記

溢 つ て 当該情車Pxが 第 6

み脂報に該当すると認められるとき。
考 とr閣十 る 倍 報 が 記 録

開示 しようとするとき。
計 つ T百 キ日々 卜 n

V

楽筆 1丹才又は同条第 2号ただ し書に

六拍.て い る公 マ書 力笛 7え大 の 2の 規 定

害 目 圭 操 中 盤 仝 歩 ニ ラ ス 拍 ナ‐蜜 =

卍司ir′」> ど >せ、

の の

開示決定の 日と開示を実施す る日との

Й ,ギ チ,ヽ k'Pヽ ヤ｀ こ の 場 合 法
｀

1ハ マ "   堂

笠 害 自 圭 r笹 庁 #音 目
愉 選 田 当 15 彰

喜 I 洸ヤヽ 為⌒ Ⅲ力濡 出 モッた第 二者 に封 1ッ 、開示決定 を した 旨及びその理 由

びに開示力実施す る日を書面により通知しなければならない。

(開 示 の実施 )

13条  実施機 関は、公文書 の開示 をす る旨の決定 を した ときは、速や か

に、開示請求者 に対 し当該公文書 の開示 を しなけれ ばな らない。

塗色 }r状 ヽイ 「

・ 3 略 ・ 3 略
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(救 済手続 )

15条  開示決定等又は開示請求に係 る不作為について、審査請求があつ

た場合は、当該審査請求に係 る実施機関は、次に掲げるときを除き、速

やかに橋本市情報公開・個人情報保護審査会に諮問 しなければならな

い 。

(1)・ (2)略                        _
略

の よ し

をした旨を通知しなければなら4L
(1) 巷 諸 犬 人形 び 嫁 加 人 (行 不 R母 懲杏潅縮 13条第 4項 に規定す る

参 加 人をい うハ 以下 同 じ6)

く。 )

(3) 当諺 塞 杏 詰 犬 に標 る 開 示 決 市 攀 に 序対音 見′書 を提 出 した第つ い て

=者
(当 該範三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。

第 1項 の実施機関は、諮問に対する答申を受けたときは、これを尊重 し

て当該審査請求についての裁決を行わなければならない。

16条  削除

(救済手続 )

15条  開示決定等又は開示請求に係 る不作為について、審査請求があつ

た場合は、当該審査請求に係 る処分庁又は審査庁は、次に掲げるときを

除き、速やかに、次 条 第 1項の規 宰により設置される橋本市情報公開審

査会に諮問 しなければならない。

(1)。 (2)略
略

第 1項の処分庁又は審査庁は、諮問に対する答申を受けたときは、これ

を尊重して当該審査請求についての裁決を行わなければならない。

(橋本市情報公開審査会 )

実 本 蓋 → , 、了 塞 本 十 ム ナ″16条 え 常 1 百 打r辛目士 キ ス 監 門 じ て こつ ヤ

ム  +珀 十 向 港 注 rR覆 ヨ【R 22 生 渉 ′津 笛 A7暑 舘ヽ 1 38 峯 の 4 笹 RI百 の 十日常 に 基

づ 共、襦本市情報公 開審査会 (以 下 「審査会 Iと い う。 )を 置 く。

の

喜事項 について、実怖盤 闇 に責 見を述 べ る こ とが で き る。

5 つ て

の し の

任期間とする。
が

い

根いた終 |、 、同様 とす る

(以 下 「 問庁 |と い うぉ )に 対 し 開示請求 に係 る公 文書 の提示 を求 め

る ,´ が 不 芸 ム _ の 場 合

`

ま3し イヽ ι甘 捕 入 ▼、_塞 杏 会 に 計 1ッ 、 そ の 裸

Iイ ド

ヽ

の に

い

つ



(他 の法令等

20条  この

との調整 )

築例 の類庁は、法律 の美耳宰により、行政機関の保有す る情報

の 公 開 に 閣 十 る浅 往 (平 成 11年法 往笛 42暑 )の規定を適用しないことと

されている書類等については、適用 しない。

この条例の規定は、他の法令等の規定により、実施機関に対 して公文書

の閲覧若 しくは縦覧又は公文書の謄本、抄本その他の写しの交付を本め

ることができる場合については、適用しない。

略

附 則

この条例は、令和 5年 4月 1日 か ら施行す る。

んではならない。
7 の の か の め

るとき 審査誇求人、諮問庁、実施機 の職員その他関係人に_対 して

出席 狩求 め、そ の青 耳1若 しくは説 明狩疎 き、又は資料の提出を求めるこ

とができる。

の の ヤ｀

の の の

項 は、規 則で定 める。

(他 の制度 との調整 )

20条

この条例の規定は、他の法令等の規定により、実施機関に対 して公文書

の閲覧若 しくは縦覧又は公文書の謄本、抄本その他の写しの交付を求め

ることができる場合については、適用しない。

略

１
０
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